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序     文 
 

日本国政府は、アゼルバイジャン共和国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る

調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 20 年 8 月 14 日から 8 月 28 日まで調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、アゼルバイジャン共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰

国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 20 年 10 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 
農村開発部長 小原 基文
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単位換算表 

面積 

名称 記号 換算値（m2） 

平方メートル m2 （1） 

ヘクタール ha 10,000 

平方キロメートル km2 1,000,000 

 

重量 

名称 記号 換算値（g） 

グラム g (1) 

キログラム kg 1,000 

トン MT 1,000,000 

 

円換算レート（2008 年 10 月） 

USD 1 = 105.07 円 

1 円 = 0.0075 Azerbaijan New Manat (AZN) 

1AZN = 133.20 円 

                                                        
1 1964 年以降の関税引下げに関する多国間交渉（ケネディ・ラウンド）の結果、穀物による食糧援助に関する国際的な枠組み
が定められ、我が国では 1968 年度より食糧援助が開始された。上記経緯から我が国の食糧援助はケネディ・ラウンドの略称
である KR と呼ばれている。その後、開発途上国の食糧問題は基本的には開発途上国自らの食糧自給のための自助努力によ

り解決されることが重要との観点から、1977 年度に新たな枠組みとして食糧増産援助を設け農業資機材の供与を開始した。
本援助は食糧援助の KR の呼称に準じ 2KR と呼ばれている。2005 年度に食糧増産援助は貧困農民支援となり従来の食糧増産
に加え貧困農民・小規模農民に併せて裨益する農業資機材の供与をめざすこととなったが、本援助の略称は引き続き 2KR と

なっている。なお、食糧増産援助/貧困農民支援の英名は Increase of Food Production / Grant Assistance for Underprivileged 
Farmers である。 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景と目的 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環

として成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約3に基づき、1968 年度か

ら食糧援助（以下、｢KR｣という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合に

は農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。

これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要

となる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産

援助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援とともに「2KR」

という）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努

力を支援することが重要である」との観点から、2KR を実施してきた。 

2003 年度から外務省は、2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、予算額、我が国

との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、JICA

に調査の実施を指示することとした。 

 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り

資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見

交換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

更に、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給

に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、裨益対象

を貧困農民、小農とすることを一層明確化するために、2005 年度より、食糧増産援助を「貧

困農民支援（Grant Assistance for Underprivileged Farmers）」に名称変更した。 

 

JICA は上述の背景を踏まえた貧困農民支援に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民

支援の制度設計に係る基礎研究（フェーズ 2）」（2006 年 10 月～2007 年 3 月）を行い、よ

り効果的な事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、貧

困農民支援の理念は、「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増

産とともに貧困農民の自立を目指すことで、食料安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、

                                                        
3 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）とその加盟国が加

盟しており、日本の年間の 小拠出義務量は小麦換算で 30 万 MT となっている。 



－2－ 

農業資機材の投入により効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り

資金の小規模農民・貧困農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」の 2 つの

アプローチで構成されるデュアル戦略が提言された。 

 

(2) 目的 

本調査は、アゼルバイジャン共和国（以下「ア」国という）について、平成 20 年度の貧困

農民支援（2KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集、分析し、要請内容の妥当性

を検討することを目的として実施した。 

 

１－２ 体制と手法 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 

現地調査においては、「ア」国政府関係者、農家、国際機関、資機材配布機関／業者等との

協議、サイト調査、資料収集を行い、「ア」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認する

とともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、現地調査の

結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 

(2) 調査団構成 

総括 渋澤 孝雄 JICA 農村開発部計画・調整課 課長 

実施計画/資機材計画 石井 真実 （財）日本国際協力システム 業務部 

貧困農民支援計画 芳沢 佐知子 （財）日本国際協力システム 業務部 

通訳 渡辺 寛美 （財）日本国際協力センター 
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(3) 調査日程 

日程：2008 年 8 月 13 日（水）～8 月 30 日（土） 

総括（渋澤） JICS団員（石井）、　JICE通訳（渡辺） JICS団員（芳沢）

- 8/13 水 - -

1 8/14 木 - Baku

2 8/15 金 - Baku

3 8/16 土 - Baku

4 8/17 日 - Baku

5 8/18 月 - Baku

6 8/19 火 - Baku

7 8/20 水 - Baku

8 8/21 木 - Baku

9 8/22 金 - Baku

10 8/23 土

成田 10:55(OS 052)→ウィーン

15:55
ウィーン 20:20(OS 881)→

Baku

11 8/24 日
→Baku　03:25
団内打合せ

資料作成・資料整理
団内打合せ

Baku 04:45(OS882)→ウィーン

06:00  ウィーン 14:05(OS051)→
Baku

12 8/25 月 →成田08:15 Baku

13 8/26 火 - Baku

14 8/27 水 - Baku

15 8/28 木 - Baku

- 8/29 金 - -

- 8/30 土 - -

成田 10:55(OS 052)→ウィーン 15:55
ウィーン 20:20(OS 881)→

11:00 Agro-leasing社協議

15:00 農業省協議

＜サイト調査＞
09:50 2KR裨益農家ヒアリング（Gazikabul県）

12:00 Agro-leasing社機材保管倉庫視察（Ujar 県）

　　 2KR裨益農家ヒアリング

16:30 Agro-leasing社サービスセンター（Gobustan県）

　　 2KR裨益農家ヒアリング

10:00Agro-Leasing社協議

12:30Agro-Credit社協議

16:30農業省協議

資料作成・資料整理

11:00市場調査

資料作成・資料整理

→Baku 03:25
11:00大使館表敬・打ち合わせ

15:00農業省及びAgro-Leasing社表敬・協議

No. 日付 宿泊先

＜サイト調査＞
11:15 Agro-leasing社機材保管倉庫（Gazikabul県Shirvan市）

11:30 Agro-leasing社サービスセンター（Sabirabad県）

12:00 Agro-leasing社サービスセンター（Saatly県）

　　 2KR裨益農家ヒアリング

10:00 農業省ミニッツ協議

11:30 Agro-Leasingミニッツ協議

15:00 農業省ミニッツ協議

10:00農業省協議

15:00Agro-Leasing社協議

→成田14:45

Baku 12:05(BD928)→ ロンドン 14:10
ロンドン 19:00 (JL402) →

その他補足調査
15:00 大使館報告

11:00農業省協議

16:30農業省大臣表敬

17:00ミニッツ署名

資料作成・資料整理
団内打合せ

10:00 農業省協議（ミニッツ協議含む）

16:30 Agro-leasing社協議（ミニッツ協議含む）

10:00 国際機関（国連開発計画）協議

12:00 国際機関（世界銀行）協議

15:00 農業省協議
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(4) 面談者リスト 

1) 在アゼルバイジャン日本国大使館  

 古川 真 二等書記官 

   

2) 農業省  

 Mr. Ismat Abasov 大臣 

 Mr. Ilham A. Guliyev 次官 

 Mr. Djafarov Rashid 技術政策・農業サービス部 部長 

 Mr. Metleb Mekhtiev 技術政策・農業サービス部 リース課職員 

 Mr. Babaev Nazim 国家技術検査部 部長 

   

3) Agro-leasing 社  

 Mr. Ali M. Bayramov 社長 

 Mr. Aydin I. Azizov 副社長（技術部門担当） 

 Mr. Elchin I. Mirzoyev 副社長（サービス部門担当） 

 Mr. Tahir S. Sadikhov リース部 部長 

 Mr. Ibragimov Rafit Gazikabul 県機材保管倉庫所長 

 Mr. Tagiev Mutari Ujar 県資機材保管倉庫長 

 Mr. Gajiev Yoshiv Ujar 県サービスセンター長 

 Mr. Aliev Gorvmas Gabala 県サービスセンター長 

 Mr. Abshor Zaul Kurdamir 県サービスセンター長 

 Mr. Believ Gaidava Sabirabad 県サービスセンター長 

 Mr. Gasanov Shakir Saatly 県サービスセンター長 

 Mr. Talibradi Razin Ismayilli 県サービスセンター長 

 Mr. Abvasso Bilman Beilagan 県サービスセンター長 

   

4) Agro-Credit 社  

 Mr. Mamed Musayev 社長 

 Mr. Yusif Veliyev 第一副社長 

 Mr. Alafsar Naliyev クレジット部門 部長 

   

5) 国連開発計画  

 Ms. Noura Hamaladji アゼルバイジャン事務所 次長 

   

6) 世界銀行  

 Mr. Rufiz Chiragzade 環境・社会持続開発部 シニアオフィサー 

   

7) 建機・農業資機材ディーラー  

 Mr. Azad D. Mammadzada AZ-YTO 社 支店長 
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8) 2KR 裨益農家  

 Mr. Aleidadash Kadynov Gazikabul 県ナバイ村 村長 

 Mr. Ismail Kharirov Gazikabul 県ナバイ村 農家 

  （他、計約 60 農家） 
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第２章 当該国における農業セクターの概況 
 

２－１ 農業セクターの現状と課題 

(1) 「ア」国経済における農業セクターの位置付け 

「ア」国において、農業セクターは主要な経済セクターの一つである。表 2-1 に示すとお

り、過去 5 年間で、石油産業を始めとする鉱工業の GDP に占める割合が高まるにつれて、農

林牧畜業の占める割合は減少傾向にあり、2007 年で約 6%となっている。しかし、全労働人

口に占める農林牧畜業従事者の割合に関しては、表 2-2 に示すとおり、過去 5 年間平均で約

39%を占めており、農業セクターの従事者が依然として多いことが分かる。特に農村地域に

おいては、工業などの産業が発展しておらず、労働者の多くが農林牧畜業に従事しているこ

とが今回の現地調査においても確認された。 

 

表２－１ 主要セクター別 GDP に占める割合 

（単位：％）

2003 2004 2005 2006 2007

鉱工業 37.2 38.3 47.5 57.3 59.1

社会・サービス業 13.8 13.8 10.6 9.9 8.4

農林牧畜業 12.2 10.8 9.0 6.7 5.9

通信・運搬業 10.0 9.5 8.1 6.6 6.0

貿易・飲食業 7.6 7.7 6.9 5.9 5.9

建設業 11.2 12.5 10.0 7.7 7.1

その他 8.0 7.4 7.9 5.9 7.6

職業 年

 

 （出所：「ア」国国家統計委員会（The State Statistical Committee/SSC）） 

 

表２－２ 農業セクターの労働人口の推移 

2002 2003 2004 2005 2006

全労働人口（A） 3,726 3,747 3,809 3,850 3,973

農林牧畜業従事者（B） 1,495 1,497 1,503 1,510 1,547

B/A×100 （%） 40.1 40.0 39.5 39.2 38.9

(単位：千人)

職業 年

 

（出所：SSC） 

 

(2) 自然環境条件 

「ア」国は、黒海沿岸からカスピ海に連なるコーカサス山脈東部の南側に位置している。

国土面積は日本の約 1/4（8.66 万ｋ㎡）しかないが、海抜下 27ｍのカスピ海沿岸地域から 4,000

ｍを越える北部山岳地まで地形は変化に富んでおり、気候は温帯からツンドラ気候までの多

様性を有している。概略すると、北部は大コーカサス山脈に連なる山岳地で、標高の高い地

域では寒さが厳しい。一方、西部から南西部にかけて小コーカサス山脈とカラバフ高原が広

がり、南東部には温帯気候地域が広がっている。中央部には「ア」国を代表するクラ川とア

ラクス川がカスピ海に向かって流れており、流域に広がる平野部／低地の気候は年間平均気

温 14～15℃と比較的温暖である。 
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このように変化に富んだ複雑な地勢は多様な気候をもたらし、農業も地域に応じて様々な

特徴を有している。一般に気候は比較的温暖ながら、半乾燥地が多いため潅漑農業が広く行

われ、耕作地潅漑率は 2005 年時点で 69％となっている（国連食糧農業機関（FAO）

FAOSTAT2008）。 

また、畜産も盛んで、牛、羊、ニワトリ、ブタといった家畜飼育や、乳産品の生産も盛ん

である。気候ごとの地域の特徴を概略すると表 2-3 のようにまとめることができる。 

 

表２－３ 気候区分と区別農産品 

 気候区分 特徴 

1 温帯（温暖冬季乾燥気候）

 

Zagatala 県、Gakh 県、Sheki 県、Gadabey 県、Shamkir 県、Samukh

県、Lachin 県、Gubadly 県、Zangilan 県などの低山岳地帯（標高

1,000m 前後） 

年間を通して温暖であり、冬季は降雨量が少ない。年間降雨量

は地域によって異なるが、600～1,000mm。風が強いのが特徴。

主にコムギ、トウモロコシ、ジャガイモ、野菜などが栽培され

ている。なお、Zagatala 県では、その他にも果物、タバコ、茶

などが栽培されている。 

2 乾燥帯 

（半砂漠・ステップ気候）

 

Goychay 県、Aghdash 県、Terter 県、Barda 県、Kurdamir 県、Agjabedi

県、Aghdam 県、Yevlakh 県、Ujar 県、Aghsu 県、Devechi 県、

Siazan 県、Khachmaz 県などの低地、平原地帯（標高 400m 程度）

冬季は寒く、夏季は暑い。特に夏季は著しく暑く、7 月、8 月の

気候は 35～43℃まで上がる。年間降雨量は、400～500mm。主

にコムギ、ジャガイモ、野菜、メロン、綿、飼料作物などが栽

培されている。 

3 冷帯（冷帯夏季乾燥気候）

 

Nakhchivan 自治州（標高 1,000～3,000m） 

冬季は寒く、平均気温は-3℃、降雪がある。夏季は も暑い時

期では 40℃を超えることもあるが、非常に乾燥しており、年間

降雨量は 300mm である。主にコムギ、野菜、果物が栽培されて

いる。 

4 温帯（温暖夏季乾燥気候）

 

Lenkeran 県、Astara 県、Masally 県。また、Fizuly 県、Khojavend

県、Shirvan 山脈、Gobustan 県の一部にも見られる。 

冬季は温暖、夏季は温暖で乾燥しており、秋季に降雨量が多い。

そのため、5 月から 8 月中旬までは降雨量が少なく、農業には

灌漑設備が必要となる。年間降雨量は 1,500mm。コメ、茶、果

物、野菜などが栽培されている。 

5 冷帯（冷帯多雨気候） 

 

大コーカサス山脈南部にのみ見られ、Gusar 県、Guba 県、Kelbajar

県、Lachin 県、Dashkesan 県、Goy-Gol 県などの標高 1,500～2,700m

の地域 

冬季は寒く、夏季は涼しい。 も暑い時期で気温は 15～20℃に

なる。冬季には降雪があり、根雪になる。年間降雨量は 500～

600mm。ジャガイモ、野菜、果物を主に栽培している。 
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6 温帯（温暖湿潤気候） 

 

大コーカサス山脈南部（標高 600～1,500m）及び北東部（標高

200～800m）の地域。Gusar 県、Devechi 県、Guba 県など。 

降雨量が多く、冬季も夏季も温暖なため、森林が豊かである。

年間降雨量は 650mm。主にコムギ、ジャガイモ、野菜、果物な

どが栽培されている。 

7 冷帯（冷帯湿潤気候） 

 

 

 

大コーカサス山脈南部の山腹（標高 1,500～2,800m）地域。Guba

県、Gusar 県、Khyzy 県、Shamakhy 県、Ismayilli 県等。 

冬季は長く、寒く、降雪は根雪となり夏季半ばまで溶けない。

降雨量は多く、年間で 600～700mm。主にジャガイモ、野菜、

果物が栽培されている。 

8 寒帯（ツンドラ気候） 

 

大・小コーカサス山脈の高地（標高 2,800m 以上）及び Nakhchivan

自治州の高地（標高 3,200m 以上）で、Guba 県、Gusar 県など。

年間を通じて寒く、しばしば根雪が翌年まで溶けない。 も暑

い時期で、気温は 0～10℃までしか上がらない。牧草を栽培し

ている。 

（出所：農業省） 

 

表 2-3 のとおり、「ア」国は比較的農業条件に恵まれ、食糧生産の潜在能力もある程度高

いが、旧ソ連邦時代は生産手段や生産物が指定される計画経済によって、綿花、ブドウ、タ

バコ、野菜、果樹の生産が重視される農業政策が採られ、これら生産物やその加工品は旧ソ

連邦の各地に輸出されていた。一方、コムギをはじめとする主要食用作物は他地域からの輸

入に大きく依存する構造が確立されていた。旧ソ連邦解体後、「ア」国政府は主要食用作物

であるコムギの自給率向上を農業政策の柱の一つとして掲げてきたが、後述するように現在

もその多くを輸入に依存する状況が続いている。 

 

(3) 土地利用条件 

「ア」国の土地利用条件は表 2-4 に示すとおりであり、農地面積に占める耕作面積は 38.7%

である。また、耕作面積及び永年作付面積に占める灌漑農地の割合は、過去 5 年間に亘り約

69%であり、灌漑農業が広く行われていることが分かる。 

 

表２－４ 土地利用条件 

（単位：1,000ha）

2001 2002 2003 2004 2005

国土面積 8,660.0 8,660.0 8,660.0 8,660.0 8,660.0

　陸地面積 8,260.4 8,261.8 8,265.2 8,267.2 8,266.0

　　農地面積 4,745.6 4,744.9 4,754.6 4,754.9 4,758.6

　　　耕作面積 1,835.7 1,837.3 1,838.5 1,840.7 1,843.2

　　　　 （農地面積に占める割合） 38.7% 38.7% 38.7% 38.7% 38.7%

　　　耕作面積及び永年作付面積 2,062.7 2,063.2 2,064.3 2,063.5 2,064.7

　　　　 （農地面積に占める割合） 43.5% 43.5% 43.4% 43.4% 43.4%

　　　灌漑農地面積 1,423.0 1,423.0 1,423.0 1,428.0 1,430.0

         （耕作面積及び永年作物面積に占める割合） 69.0% 69.0% 68.9% 69.2% 69.3%

項目 年

 
（出所：FAO FAOSTAT2008） 
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(4) 食糧事情 

1) 摂取カロリー内訳 

国連食糧農業機関（FAO）によれば、「ア」国の 2003 年の一人当たりの総カロリー摂取

量は 2,726kcal/日であり、そのうち、約 86%を植物性食糧品が占めている。本計画の対象

作物であるコムギは、総カロリー摂取量の約 60%を占めていることから、「ア」国におけ

る主要食用作物であることが分かる。 

 

表２－５ 主な食糧・作物摂取カロリー内訳 

kcal/人/日 合計に
占める割合

kcal/人/日 合計に
占める割合

kcal/人/日 合計に
占める割合

コムギ 1,496 60.0% 1,555 58.8% 1,612 59.1%

砂糖類 125 5.0% 168 6.4% 168 6.2%

ジャガイモ 104 4.2% 119 4.5% 134 4.9%

野菜 71 2.8% 75 2.8% 82 3.0%

トウモロコシ 51 2.0% 57 2.2% 58 2.1%

コメ 28 1.1% 35 1.3% 32 1.2%

オオムギ 10 0.4% 8 0.3% 5 0.2%

植物性食糧品小計（その他含む） 2,137 85.7% 2,268 85.8% 2,342 85.9%

合計（その他含む） 2,494 - 2,643 - 2,726 -

2001年 2002年 2003年

主な食物・作物

 
（出所：FAO FAOSTAT2008） 

 

2) 対象作物の生産及び需給状況 

コムギは上述のとおり「ア」国の主要食用作物であり、全国的に栽培されている。コム

ギの耕作面積は 863,419ha（至近 5 年間で変動なし）4で、「ア」国全耕作面積 1,839,080ha

（至近 5 年間平均）のうち約 47%を占めている。単収は過去 5 年間の平均で約 1.7t/ha と少

ないが、これは、農業機械、肥料、優良種子等の農業資機材が不足していることなどが主

な原因と考えられる。なお、生産量が 2005 年以降低下傾向にあるが、これは、上記の農業

資機材の不足に加え、干ばつ等の自然災害が発生したことが影響していると考えられる。 

コムギ生産及び需給状況は表 2-6 のとおりである。 

 

表２－６ コムギ生産及び需給状況 

項目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

耕作面積（ha） 863,419 863,419 863,419 863,419 863,419

単収（t/ha） 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5

生産量(t) 1,546,600 1,614,300 1,565,800 1,494,100 1,331,300

輸入量(t) - 1,130,294 909,329 1,023,951 1,411,580  

＊輸出は実績なし 

（出所：農業省） 

 

                                                        
4 収穫面積に関しては、FAOSTAT データによると年毎の変動があるが（図 3-1 参照）、耕作面積に関しては、農業省のデータに

よると過去 5 年間で変動はない。 
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3) 自給率 

対象作物であるコムギの自給率は、2007 年の生産量 1,331,300t を生産量及び輸入量の合

計 2,742,880t で除すると、約 49%となる。 

 

(5) 農業セクターの課題 

「ア」国は旧ソ連邦より独立後、土地改革を行い、農地を国民に配分したこと、また、国

営工場の閉鎖の影響もあり、全農林牧畜業従事者は 1,144,000 人（1990 年）から 1,547,000 人

（2006 年）に増加し、近年では全労働人口の約 39%を占めるまでになっている。しかしなが

ら、各農家の所有する耕作面積が小規模であること（全農家の 92.6%が 5ha 以下しか所有せ

ず）、農業機械、灌漑設備、種子等の農業資機材が不足していること、市場が大きくないこ

と、インフラ設備が整っていないこと、また、融資へのアクセスが困難であることなどから、

全体的に収入が低く、自給自足的な生活をしているため、農村部での生活水準は低いのが現

状である。 

このうち、農業機械に関しては、国内生産がなく、また市場でも流通していないため、独

立後は老朽化した旧ソ連製の農業機械しか存在しなかった。1996 年の 2KR 開始以降しばら

くは、2KRが唯一の農業機械調達手段であった。その後、2004年に国営企業であるAgro-leasing

社が設立され、2005 年の活動開始以降、国の予算により農業機械の調達が始められたが、そ

の供給数は需要を満たすに至っておらず、依然として 2KR は「ア」国における農業機械調達

において重要な役割を担っている。 

 

２－２ 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

(1) 貧困の状況 

2003 年に策定された「貧困削減及び経済開発に係る国家計画（2003 年～2005 年）（State 

Program on Poverty Reduction and Economic Development for 2003～2005）／SPPRED」によると、

2001 年に「ア」国国家統計委員会（SSC）により実施された家計調査の結果、貧困率5及び極

貧率6は表 2-7 のとおりである。全国平均での貧困率は 49%、極貧率は 17%であり、農村部の

貧困率は都市部より若干低いものの、42%と高い。なお、「ア」国では、アルメニア国との

間にナゴルノ・カラバフ紛争（1994 年に停戦合意）があり、これにより難民及び国内避難民

が約 100 万人（2001 年の全人口の約 12%を占める）存在する。これら難民及び国内避難民の

貧困率も、それぞれ、55%、63%と高く、その多くは「ア」国政府から貸与された土地で農

業を営み生計を立てている。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 貧困率：貧困ライン I（一月当たりの一人に係る消費支出額が 25.8USD 以下）から算出 
6 極貧率：貧困ライン II（一月当たりの一人に係る消費支出額が 15.5USD 以下／貧困ライン I の 60%に設定）から算出 
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区分 貧困率 極貧率

全国平均 49% 17%

　都市部 55% 20%

　　大都市 54% 18%
　　市町 58% 24%
　農村部 42% 13%

難民 55% 20%

国内避難民 63% 26%

表２－７ 貧困率及び極貧率 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：SPPRED） 

 

(2) 農民分類 

農業省によると、「ア」国の農家規模別分類は表 2-8 のとおりである。 

 

表２－８ 農家規模別分類 

農家分類 所有耕作面積 全農家に占める割合 

 貧困農家 5ha 以下 92.6% 

小規模農家 6ha 以上 25ha 未満 6.1% 

中規模農家 25ha 以上 50ha 未満 1.2% 

大規模農家 50ha 以上 0.1% 

（出所：農業省 2008 年現地調査時） 

 

表 2-8 のとおり、所有耕作面積が 5ha 以下の貧困農家は、全農家の 92.6%を占めており、

本計画では同貧困農家を対象としている。貧困農家が栽培している作物は、主にコムギであ

る。 

 

(3) 貧困農民、小規模農民の課題 

現地調査にて農家にヒアリングしたところ、農村地域には農業以外の産業がなく、農業が

唯一の収入源という農家が多い。家畜を飼っている家もあるが、数は多くなく、自給自足的

な生活をしている農家が多い。そのため、農業省は、農作物の収量増により収入を増やし、

貧困からの脱却を図る方策を取っている。しかしながら、特に農業生産性を高めるための投

入材の一つである農業機械は著しく不足しており、しかも、旧ソ連製の老朽化した農業機械

しかない場合も多い。なかでも、収入に直結する収穫に必要なコンバインハーベスターに対

する需要はかなり高い。 

 

２－３ 上位計画（農業開発計画/PRSP） 

(1) 国家地域社会経済開発計画（2004 年～2008 年） 

「ア」国では 5 年に 1 度「国家地域社会経済開発計画（The State Program regarding Social & 

Economic Development of the Azerbaijan Republic regions）」が策定される。同計画は 5 年毎に

大統領令に基づき各省庁および各地域の長が、それぞれの計画を策定し、内閣府が取りまと

めを行った後、大統領により承認される。 新の同計画は 2004 年 2 月に承認され、2004 年
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から 2008 年を対象としている。 

同計画の主な目標は、「ア」国内の各地域の潜在的能力を効率的に活用し、産業を活性化

させることである。農業分野に関する具体的な計画内容は以下のとおり。 

① 農家への技術支援 

② 農産業企業体への財政支援 

③ 農業セクターへの支援及び雇用の創出 

④ 農業技術サービスシステムの構築支援 

⑤ 農業資機材（農業機械、スペアパーツ、肥料、苗等）販売団体への支援 

なお、次期計画（2009 年～2013 年版）は現在策定中である。 

 

(2) 国家食料安全保障計画 

同計画は、国家安定のための基礎として重要視されており、2001 年 3 月 2 日付大統領令第

640 号で、関係各省庁は同計画実施に向けて必要な対策を講ずる旨の指示が示されている。 

同計画では、食料安全保障を以下のように定義している。 

“Sufficient access to food for all people to lead a healthy and productive life”（すべての国民が健

康で実りの多い生活を送ることができるための十分な食糧の入手）。これは、単に食糧増産

を行うのみならず、貧困撲滅、非効率的な流通の改善といった対策によって、すべての国民

が必要な食糧を確保できる状況を作り出すとの意志を示すものである。そして、同計画では

以下 2 つの目標が立てられている。 

① 国内食糧生産を増加させるとともに、食糧価格を国民の手の届くレベルに保つための総

合的対策の実施 

② 緊急的な食糧危機に対応可能な早期警戒制度の構築 

 

 上記目標の達成に向けての具体的な対応策は以下のとおりである。 

a. 地域の農作物の生産性を向上させ、食糧の価格を適正に保つ 

b. 食糧不足を回避するシステムの構築 

c. 農家の農業資機材へのアクセス改善・農業技術の強化 

d. 農業活動拡大支援（農業連合、農業企業、農業組合等） 

e. 農業機械リースに従事する企業の設立 

 

(3) 貧困削減及び経済開発に係る国家計画（2003 年～2005 年） 

貧困削減及び経済開発に係る国家計画（State Program on Poverty Reduction and Economic 

Development/SPPRED）（2003 年～2005 年）は、2003 年 3 月 20 日付け大統領令第 854 号に

より施行されている。なお、次期計画（2006 年～2015 年版）は、現在改訂中である。 

同計画では、貧困削減において、非石油産業の発展及び都市部と農村部での生活レベルの

格差の縮小が重要課題と考えられており、「ア」国政府は、首都 Baku 市以外での産業を振

興するための数々の政策を実施していく方針である。同計画の農業及び地域発展政策では、

総合的な農村開発の枠組みの中で農業セクターを開発することが重要と見なされている。こ

れは、全労働人口に占める農林牧畜業従事者の割合が約 39%と高いにも関わらず、GDP に占

める農林牧畜分野の割合は約 6％（2007 年）と低いため、同分野を強化し、農村における経
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済を活性化させることが不可欠と考えられているからである。この農業及び地域発展政策と

して、土地の持続的活用、灌漑設備・用排水路整備、農業協同組合などの新しい農民組織の

形成支援による貧困農民の栽培コスト削減や経済力強化等が挙げられており、（２）の国家

食料安全保障計画との関連性が深い。 

 

(4) 「ア」国コムギ種子栽培促進にかかる計画 

同計画は、2008 年 6 月 19 日付け内閣令第 139 号にて策定された。同計画の目的は、「ア」

国の食料安全保障において も重要と見なされているコムギの生産性を向上させるために、

コムギの種子栽培を促進することである。同計画にて政府が支援を計画しているのは、次の

とおりである。 

① 農業省傘下の農作物を栽培する国営会社所有の土地につき、その使用状況に対する提案

を行う。 

② 用排水路及び灌漑設備状況につき、調査及び研究を行う。 

③ コムギ種子栽培を担う企業に対し、農業機械、肥料及び農薬につき、需要調査を行う。 

④ Agro-leasing 社は、農村のコムギ種子栽培農家に対し、農業関連サービスを提供する。な

お、同サービスの料金については、収穫後に回収することを認める。 

 

(5) 本計画と上位計画との整合性 

本計画は、コムギを栽培する貧困農家に対し、コンバインハーベスターを用いて賃刈りサー

ビスを提供し、収穫量の増加に資するものである。これは、上位計画に挙げられている食料

安全保障、貧困削減及び主要食用作物の生産性向上という政策に合致する。 

 



－14－ 

項目
1996～

1997年度
1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2004年度 合計

E/N額

（億円）

品目 農業機械 農業機械 農業機械 農業機械 農業機械 農業機械

2.04.5 4.0 25.77.5 3.9 3.8

（単位：台）

品目 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2004年度 合計

コンバインハーベスター  （Wheel type） 14 28 52 68 25 187

乗用トラクター  （4WD） 60 63 51 - - 174

ボトムプラウ 60 63 51 - - 174

施肥播種機 49 22 40 - - 111

ロータリーハロー 4 6 10 - - 20

第３章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 
 

３－１ 実績 

「ア」国への 2KR 供与は 1996 年度に開始され、2002 年度及び 2003 年度を除き、2004 年度ま

で実施された。E/N 額累計は 25.7 億円、「ア」国が 2KR で調達した資機材は農業機械のみである。

表 3-1 に 2KR 実績額を、表 3-2 に至近 5 年間における調達品目を示す。 

 

表３－１ 「ア」国に対する 2KR 実績額 

 

 

 

 

（出所：JICS データベース） 

 

表３－２ 2KR 調達品目（至近 5 年間） 

 

 

 

 

 

（出所：JICS データベース） 

 

３－２ 効果 

(1) 食糧増産面 

「ア」国の主要食用作物であり、本計画の対象作物となっているコムギの生産量及び収穫

面積の推移を図 3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所：FAO FAOSTAT2008） 

図３－１ コムギ生産量及び収穫面積の推移 
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「ア」国独立後の 1992 年から 1995 年までは、コムギの生産量が低下しているが、その後

1996 年以降は増加傾向にあり、2000 年頃に急激に増加後、近年は若干減少傾向にあるものの、

130 万から 140 万 t の生産量を維持している。2000 年頃に生産量が急に増加した要因は、土

地改革法の施行によるコルホーズ（共同農場）、ソフホーズ（国営農場）の解体の結果、農地

私有化が急速に進み、農民の生産意欲が向上したこと及び良好な気象条件等が挙げられる。

なお、2006 年、2007 年頃に生産量が若干減少しているのは、干ばつ等自然条件の影響による

ものと考えられる。 

一方で、収穫時に使用するコンバインハーベスターに関しては、農業省のこれまでの比較

実験及び農家からの情報収集の結果、表 3-3 のとおり、旧ソ連製の収穫時の損失率が 25～40%

である一方、2KR で調達した DAC 諸国製では 1～2%しかないこと、燃費も DAC 諸国製の方

が優れていることが判明している。 

 

表３－３ 収穫時の損失率及び使用燃料量 

旧ソ連製 2KR調達DAC諸国製

収穫時の損失率 25～40% 1～2%

使用燃料量 18～20 l/ha 10～12 l/ha  

（出所：農業省） 

 

農業生産は自然条件、土壌条件などの様々な外部要因に左右されるものであるため、2KR

の貢献部分だけを取り出し定量的に評価することは困難であるものの、1996 年度 2KR 調達

農業機械は 1998 年から活用されていることから、1991 年のソ連邦崩壊後、農業機械の輸入

が困難であった「ア」国において、DAC 諸国製の農業機械を導入したことの効果は大きいと

考えられる。また、このコムギ生産量の増加に対して、2KR 調達農業機械が「ア」国の農業

生産に寄与しているものと考えられる。 

 

(2) 貧困農民、小規模農民支援面 

2004 年度 2KR にて調達されたコンバインハーベスターは、より貧困農家へ裨益すること

を目的として、25 台すべて Agro-leasing 社のサービスセンターに配布され、周辺の貧困農家

への賃刈サービスに使用されている。裨益者数及び収穫面積は表 3-4 のとおり。 

 

表３－４ 2004 年度 2KR 裨益者数及び収穫面積 

年 裨益者数 収穫面積（＊） 

2006 750 農家 約 3,750ha 

2007 1,500 農家 約 7,500ha 

2008 2,000 農家 約 10,000ha 

＊一農家耕作面積＝5ha として推定。 

（出所：Agro-leasing 社） 
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コムギの収穫量は収入に直接結びつくため、コンバインハーベスターに対する農家の需要

はかなり高い。これは、手作業で収穫する場合、コンバインハーベスター使用時と比較して

約 20～30%収穫量が少なくなるが、後述するとおり（表 4-3 参照）、「ア」国におけるコン

バインハーベスターの数は必要台数を満たしておらず、コムギの収穫時にコンバインハーベ

スターを使用出来ない農家も多いからである。そのため、Agro-leasing 社による賃刈サービス

を希望する農家は多く、年々裨益者数が増加している。Agro-leasing 社は、貧困農家を中心に

同サービスを提供しており、裨益者には 5ha 以下の耕作面積を持つ農家が多い。調査団が実

施した同サービスを利用している農家へのアンケート結果概要は表 3-5 のとおり。 

 

表３－５ 2KR 裨益農家アンケート結果概要 

No. 農家グループの所属村
所属農家数
（農家）

各農家の所有耕
作面積（平均）

栽培作物 所有農機 1農家当り年間収入

1 Ujar県グラバンド村 6 約1.7 ha コムギ、野菜

なし。Agro-leasing社
による賃耕サービ
スを利用。

約1,762AZN
（約23万5千円）

2 Tovuz県ミュルキュリュ村 9 約1.1ha
コムギ、オオム

ギ、ブドウ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約1,333AZN
（約17万8千円）

3 Zardab県イサフパル村 5 約1.4 ha コムギ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約1,200AZN
（約16万円）

4 Zardab県グシェンハム村 13 約0.9 ha コムギ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約154AZN
（約2万円）

5 Zardab県ゴソバ村 11 約0.7 ha コムギ、緑肥

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約273AZN
（約3万6千円）

6 Gabala県スマイリ村 5 約10 ha コムギ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約3,000AZN
（約40万円）

7 Sabirabad県ナルリク村 36 約3.3ha
コムギ、アル
ファルファ、オ
オムギ

トラクター及びコ
ンバインを所有。
また、Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約830AZN
（約11万円）

8 Sabirabad県グルズマ村 11 約1.3ha
コムギ、アル
ファルファ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約6,300AZN
（約84万円）

9 Sabirabad県ガラルィ村 19 約1.7ha
コムギ、アル
ファルファ

なし。Agro-leasing社
による賃耕・賃刈
サービスを利用。

約1,000AZN
（約13万3千円）

 

＊AZN = Azrbaijan New Manat（1AZN = 133.20 円/2008 年 10 月現在） 

（出所：調査団実施アンケート結果） 
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なお、2001 年度 2KR 以前に調達された農業機械は農家へリース販売7されており、購入農

家は周辺の貧困・小規模農家へ賃耕・賃刈サービスを提供している。現地調査で確認したと

ころ、1999 年度及び 2000 年度 2KR にてコンバインハーベスター、乗用トラクター等を購入

した農家は、所属する村の農家（合計 580 農家存在する）に対し、賃耕・賃刈サービスを提

供していた。同村には他にコンバインハーベスターがないため、収穫時期になると、賃刈サ

ービスを希望する農家が列を作るということである。 

上述のとおり、2KR 調達機材は広く活用されており、貧困・小規模農家へ裨益しているこ

とが分かる。 

 

３－３ ヒアリング結果 

本調査では、2KR の成果・評価並びに実施上の課題の確認、「貧困農民支援」に対する要望事

項の確認などを行った。また、国際援助機関や他国援助機関に対しては、農業分野における援助

方針、手法、内容、「貧困農民支援」類似案件の有無とその内容、2KR に対する評価及び提言の

確認などを行った。これらのヒアリング結果のうち、2KR の効果、ニーズの確認及び課題に係わ

るものを以下にまとめた。なお、ヒアリング結果全般については、添付資料 3．ヒアリング結果

を参照されたい。 

 

(1) 裨益効果の確認 

2KR 調達農業機械購入農家及び Agro-leasing 社を通じて 2KR 調達農業機械による賃耕・賃

刈サービスを利用している農家からは、農業機械の不足の結果、効率的な収穫が出来ず、収

入増につながらない中、2KR により農業機械が供与されていることについて、感謝の声が多

く聞かれた。 

特に、限られた収穫期間内に収穫時の損失を抑え迅速に収穫することが出来るコンバイン

ハーベスターに関して、収穫量が収入に直結するため、農家からは感謝の声が多く聞かれた。

2004 年度 2KR 調達のコンバインハーベスターは、Agro-leasing 社の各サービスセンターに配

布され、近隣の貧困農家への賃刈サービスに活用されており、またサービス料金は市場価格

より低めに設定されている。そのため、資金がなく独自に農業機械を購入出来ない貧困農家

にとって、限られた収穫期間内に可能な限り多くの収穫量を得るために、同賃刈サービスは

大変役立っているとのことである。 

 

(2) ニーズの確認 

「ア」国では農業機械は生産されておらず、民間での流通もあまりない。しかし、農業機

械がない場合、手作業で収穫出来る量は限られているため、耕作面積を増やすことが出来な

い。 

そのため、特にコンバインハーベスターの需要が多く、ヒアリング及びアンケートを実施

した約 80 農家のうち、ほぼ全ての農家がコンバインハーベスターを優先度 1 位として希望し

                                                        
7 リース販売：販売価格の 20%を前払いし、残りは設定された年数（以前は 4 年間、現在は 10 年間）で分割して支払う仕組み。

購入した農業機械の所有権は、全ての代金支払い後、Agro-leasing 社から購入者に移ることになっている。この売買契約では

Leasing Agreement を Agro-leasing 社と購入者との間で締結するため、「ア」国ではリース販売と呼んでいる。 
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ていた。これは、コンバインハーベスターがない場合、適期に収穫出来ず、収穫量が約 20～

30%少なくなり、収入増につながらないためである。また、コムギの栽培のみで生計を立て

ている農家も多く、収穫量の増減は収入に直結しているため、特にコンバインハーベスター

の需要が高いことが確認できた。 

 

(3) 課題 

2KR の課題としては、農業機械の維持管理体制の更なる充実の必要性が挙げられる。 

Agro-leasing 社は現在、全国 55 箇所にサービスセンターを所有しているが、サービスセン

ターによっては、維持管理体制が充実していないところもある。Agro-leasing 社は今後、全て

のサービスセンターに、修理機材の更新、修理等ができるワークショップの増設、改修工事

を計画しているが、予算不足により、その進捗は必ずしも順調でないとのことである。これ

に関し、農業機械の維持管理体制を一層充実させ、長く使用し続けるために、農業機械の修

理機材などの整備について、日本からの支援を要望する声が農業省及び Agro-leasing 社より

あった。 
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第４章 案件概要 
 

４－１ 目標及び期待される効果 

第 2 章で述べたとおり、「ア」国における全労働人口に占める農業従事者の割合は約 39%と高

い。しかしながら、農業機械を始めとする農業資機材の不足により、生産性が低い自給自足型の

農業経営が一般的であること、インフラ設備が整っていないこと、また、融資へのアクセスが困

難であること等から、農村部での生活水準は低いのが現状である。 

同状況を改善するため、「ア」国政府は本計画を通し、コムギを生産する貧困農家へ優先的に

賃刈サービスを提供することにより、収量の増加、ひいては農家の収入増につながることを期待

している。 

これは、上位計画である国家地域社会経済開発計画における農業セクターへの支援、国家食料

安全保障計画における農家の農業資機材へのアクセスの改善及び農業技術の強化に合致するもの

である。 

 

４－２ 実施機関 

(1) 組織 

本年度 2KR に関する実施体制は以下のとおり。 

 

1) 責任機関：農業省（技術政策・農業サービス部リース課） 

「ア」国 2KR における責任機関は農業省（技術政策・農業サービス部リース課）であり、

要請書の作成、調達に係る実施監理、見返り資金の管理等、2KR に係る業務を一貫して監

督している。実施機関である Agro-leasing 社及び 2001 年度 2KR 以前の見返り資金積立機

関である Agro-credit 社からは、農業省に対し定期的に報告がなされている。 

農業省の人員は 185 名であり、うち 2KR を管轄している技術政策・農業サービス部リー

ス課の人員は 4 名（課長 1 名、専門家 3 名）である。農業省の組織図は図 4-1 のとおり。 

 



－20－ 

次官 次官 次官

植物学部 国際関係部 経済部

牧畜部 投資部 技術政策・農業サービス部

農業企業部 研究センター 改革部

土壌・土地利用部 品種改良・植物保全国家委員会 食品標準化・質保全部

種子管理部 農業指導部 労働力保全部

綿花種子管理部 修繕部 農業機械検査部

県の農業化学研究所 修繕計画事務所 農業実験ステーション

土壌改良ステーション

地方の出先機関（県の農業局9箇所）

出版部

営繕部（備品の管理）

総務部

農業大臣

管理部

特別部（データ管理）

会計部

人事・法務部

国家総務局(獣医学)、植物衛生等

 
（出所：農業省） 

図４－１ 農業省組織図 

 

2) 実施機関：Agro-leasing 社 

Agro-leasing 社は、2004 年 10 月 23 日付け大統領令第 468 号に基づき設立された実質的

な国営企業（株式会社）であり、同社の株は 100%国の保有である。旧ソ連時代、「ア」国

には農業機械に関する国家委員会があったが、1991 年の旧ソ連邦崩壊後、同委員会も解散

した。それ以降、何年間も、国レベルで農業機械を技術的に統括する機関は存在しなかっ

た。そのため、農業機械を統括する機関として、大統領は Agro-leasing 社の設立を決定し

た。 

2KR に関しては、2004 年度 2KR 調達農業機械の管理及び賃刈サービスの提供を行って

いる。また、見返り資金を使用して調達した農業機材の管理、賃耕・賃刈サービスの提供

及びリース販売も実施している。 

今後本計画が実施された場合は、農業機材の調達、賃耕・賃刈サービス、見返り資金の

回収・管理・監査、メンテナンス、モニタリング、見返り資金の使用等、同社が一貫して

実施を担当することになる。同社は、見返り資金の積立結果のレポートを農業省及び政府

へ提出しており、見返り資金の使用に関しては、2001 年度 2KR 以前の分も含め、一括し

て同社が活用方法を検討し、農業省を通じて在「ア」国日本大使館に使途申請を行ってい

る。 

Agro-leasing 社は、農業機械以外にも、肥料、食品加工機材等を取り扱っており、今後は、

大統領令により、種子及び乳牛の輸入業務も実施する予定である。 

Agro-leasing 社の組織図は図 4-2 のとおりであり、従業員は、バクー市本社に 53 人、地
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方出先機関に約 200 人（全 11 箇所、各 15~20 人）、地方のサービスセンターに約 1,000 人

（全 55 箇所、各 14~20 人（エンジニア、オペレーター含む））おり、合計で約 1,300 人と

なっている。 

肥料・
農薬部

地方出先機関

総務部

サービスセンター（全国で55センター）

修繕部
機材・
部品部

リース部

法務部人事部

社長

情報部

会計部
財務・
保険部

副社長
（サービス部門担当）

副社長
（技術部門担当）

 
（出所：Agro-leasing 社） 

図４－２ Agro-leasing 社組織図 

 

(2) 予算 

1) 農業省の予算 

  農業省の予算は表 4-1 のとおりであり、自然保護・農業分野の予算は、2004 年から 5 年

間で約 194%増加している。なお、「ア」国国家予算は 2006 年から 2007 年で約 3,790 百万

AZN から約 6,058 百万 AZN へと約 60%増加しており、農業省の予算も同様に 2006 年から

2007 年で約 40%増となっている。 

 

表４－１ 農業省予算（至近 5 年間） 

（単位：AZN）

項目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

本部事務費 1,728,303 2,217,442 2,011,890 2,441,906 2,403,087
研究費 1,065,503 2,383,699 3,519,589 5,424,000 7,458,633
自然保護・農業 894,936 999,563 1,864,203 2,554,026 2,639,593

農業博物館維持費・
文化事業費

67,499 78,470 137,074 195,037 211,406

合計 3,756,241 5,679,175 7,532,756 10,614,969 12,712,719  
（出所：農業省） 

 

2) Agro-leasing 社の予算 

実施機関である Agro-leasing 社の予算は設立以降現在までは毎年 3,000 万 AZN であり、

同予算は農業機械・肥料・食品加工機材等の購入及び各サービスセンターの基盤整備に使

用されている。なお、同予算で購入した農業機械、肥料等を販売して得る回収金は、財務

省との取極めにより、国庫へ返納されており、同社の予算には組み込まれない。 
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４－３ 要請内容及びその妥当性 

(1) 対象作物 

本計画での対象作物はコムギである。当初要請では、ジャガイモも対象作物とし、必要な

機材として乗用トラクター（コムギ及びジャガイモ用）が挙げられていたが、①後述のとお

り要請品目から乗用トラクターが削除されたこと、②ジャガイモの生産量は自給を達成して

おり、一部輸出を実施していることから、ジャガイモを削除し、コムギのみを対象作物とす

ることとした。 

なお、コムギは、第 2 章で述べたとおり、総カロリー摂取量の約 60%を占める主要食用作

物でありながら、自給率は約 49%と低い。また、本計画の裨益対象である貧困農民の多くは

コムギを栽培している。以上より、コムギを対象作物とすることは妥当である。 

 

(2) 対象地域及びターゲットグループ 

1) 対象地域： 

対象地域は、Nakhchivan 自治州, Sheki 県, Ismayilli 県, Yevlakh 県, Goranboy 県, Agjabedi

県, Jalilabad 県, Bilasuvar 県, Beilagan 県, Sabirabad 県, Tovuz 県, Shamakhy 県, Gusar 県, 

Kurdamir 県及び Salyan 県の計 15 県である。これらの県は、次の点を考慮し、Agro-leasing

社が選定を行い、農業省が承認したものである。 

① Agro-leasing 社が各サービスセンターを通し農家へ聴取した結果を参考に、コムギの栽

培が盛んで、コンバインハーベスターの需要が特に高い県を優先した。 

② 全国的に偏りをなくし各地に行き渡るよう考慮した。 

③ Agro-leasing 社サービスセンターの維持管理体制を考慮した。 

 

2) ターゲットグループ： 

本計画では、5ha 以下の耕作面積を所有する貧困農家をターゲットグループとしている。

第 2 章で述べたとおり、農業省は、所有耕作面積 5ha 以下の農家を貧困農家と分類してお

り、これは全農家の 92.6%を占める。なお、2004 年度調達農業機械は、Agro-leasing 社の

サービスセンターに全て配布され、各センター周辺の貧困農民に対して賃刈りサービスが

行われている。本計画が実施された場合も、同様に、Agro-leasing 社が各サービスセンター

に調達農業機械を配布し、周辺の貧困農家へ賃刈サービスを実施する計画である。 

 

(3) 要請品目・要請数量 

1) 要請品目 

当初要請品目は表 4-2 のとおりであったが、農業省、Agro-leasing 社との協議及びサイト

調査の結果、 終的に優先順位が も高いコンバインハーベスター（スペアパーツ含む）

のみに絞り、要請することとなった。以下の理由により、コンバインハーベスター（125HP）

は要請品目として妥当と判断される。 

① 乗用トラクターは「ア」国で比較的手に入り易いが、コンバインハーベスターは 1 台

あたりの価格が高額なこともあり、扱う現地ディーラーが存在しないため、調達が困

難である。 

② 収穫時期に活用するコンバインハーベスターは、農家の収益に直結するため、需要が
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も高い。これに関しては、調査団も現地調査にて農家へヒアリングを実施し、実際

に需要の高さを確認した。 

③ 旧ソ連時代に配給されていた旧ソ連製コンバインは老朽化が著しく、2KR で調達した

コンバインハーベスターと比較して収穫時の損失率が高く、燃費も悪い（表 3-3 参照）。

従って、収穫量を増やすためにも、新しいコンバインハーベスターが多く必要である。 

④ 「ア」国は土壌が固い地域も多いため、ある程度の馬力が必要となる。但し、山岳地

域も多く、小回りのきく大きさが望ましい。これらを考慮し、中型である 125HP クラ

スのコンバインハーベスターが要請された。これまで「ア」国へは、2KR により 115HP、

125HP、150HP、185HP のコンバインハーベスターが調達されたが、実際に使用した

農家へのヒアリング結果からも、125HP が も「ア」国に適しているとのことである。 

 

表４－２ 当初要請品目及び数量 

要請品目 要請数量 優先度

コンバインハーベスター（125HP以上） 100台 1
乗用トラクター（4WD）（110HP以上） 80台 2
ボトムプラウ 80台 2
ロータリーハロー 20台 2
施肥播種機 40台 2
スペアパーツ（各品目毎） 10% 1  

（出所：農業省） 

 

2) 要請数量 

終的な要請数量の算定根拠は表 4-3 のとおりである。 

 

表４－３ 要請数量算定根拠 

A 項目 コンバインハーベスター

B 対象作物 コムギ

C 対象面積 (ha) 863,419 ha

D 一日あたりの作業面積 (ha/日) 平均8ha

E 収穫作業日数 (日) 約30日間

一台当たりの作業可能面積 (ha)

(DxE)

G 必要台数 (台) (C/F) 3,597台

H 「ア」国での稼動台数 (台)
1,733台（老朽化も含む。
うち834台が2KR含め新規

調達のもの）

I 不足台数 (台) (G-H) 1,864台

要請数量 (台) 100台

F 240 ha

 
（出所：農業省） 

 

表 4-3 のとおり、現在のコンバインハーベスターの不足台数は 1,864 台である。農業省

は 2015 年までに不足台数分を調達したいと考えており、1 年に約 250 台の新規調達を希望
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している。そのうち、本計画にて 100 台の調達を要請してきた。 終的な要請品目及び数

量は表 4-4 のとおりである。 

表４－４ 最終要請品目及び数量 

要請品目 当初要請数量 終要請数量

コンバインハーベスター（125HP以上） 100台 100台
乗用トラクター（4WD）（110HP以上） 80台 0台
ボトムプラウ 80台 0台
ロータリーハロー 20台 0台
施肥播種機 40台 0台
スペアパーツ（各品目毎） 10% 10%  

（出所：農業省） 

 

以上のとおり、収穫に必要なコンバインハーベスターの需要の高さは、農家へのヒアリ

ングでも裏付けられている。また、本計画へ要請された数量は、需要に対する不足台数の

一部をカバーするものであることから、これらの品目及び数量の要請は妥当と考えられる。 

 

(4) スケジュール案 

図 4-3 に「ア」国対象作物の栽培カレンダーを示す。 

コムギの収穫期間は、国全体での平均期間は 12～15 日間であるが、気候により大きく異な

り、山岳地帯では 30 日間収穫が可能である。また、収穫時期も播種時期により異なるため、

国全体で大体 6 月初旬から 8 月下旬までの約 3 ヶ月間を収穫時期としている。 

6 月初旬からの収穫に間に合わせるためには、農業機械の配布にかかる日数も考慮し、4

月から遅くとも 5 月初旬までに到着することが も望ましい。しかし、これに間に合わない

場合でも、出来るだけ早期の到着を希望する旨、農業省及び Agro-leasing 社から要望があっ

た。これは、収穫期間が 8 月末までのため、それまでに到着すれば、少しでも多く刈取りが

可能となるからである。 

このように、収入に直結する収穫量を多く確保するためにも、可能な限り早期の到着が望

まれる。 
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（出所：農業省） 

図４－３ 作物別栽培カレンダー 

 

(5) 調達先国 

農業省及び Agro-leasing 社は、コンバインハーベスターの調達先国を、従来どおり DAC 諸
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国に限定することを希望している。希望理由としては、①DAC 諸国製のコンバインハーベス

ター1 台は、ロシア製のものの 3 台分の働きをする、②DAC 諸国製は、刈取る際の損失率、

故障の頻度等が圧倒的に少ない、③農家及びオペレーターは、これまで 2KR にて調達された

DAC 諸国製のコンバインハーベスターを使いこなしており、使用に際して支障がない、④維

持管理、スペアパーツの管理上、調達する農業機械については、これまでと同様に DAC 諸

国製が望ましい等が挙げられた。また、実際、サイト調査で確認したところ、農家はこれま

で 2KR で調達された DAC 諸国のコンバインハーベスターに慣れており、使いこなしている

状況が窺い知れた。 

以上から、調達適格国を従来どおり DAC 諸国とすることは妥当と考えられる。 

 

４－４ 実施体制及びその妥当性 

(1) 配布・販売方法・活用計画 

現在、以下の 2 つの方式による活用がなされている。 

1) 配布・活用状況 

① 2001 年度 2KR 以前：調達された農業機械は、農業省の管理のもと、リース契約によ

り農家及び農家グループに販売されていた。購入者は、近隣の貧困・小規模農家へ賃

耕・賃刈サービスを提供している。 

② 2004 年度 2KR：調達されたコンバインハーベスターは、Agro-leasing 社がすべて各サ

ービスセンターにて保管し、周辺の貧困農家を中心に賃刈サービスを提供している。

第 3 章 3-2 にて述べたとおり、同コンバインハーベスターによる賃刈サービスを受け

た農家の数は多く、3 年間で計 4,250 農家にも上る（表 3-4 参照）。 

 

2) 本計画が実施された場合の活用計画 

本計画が実施された場合、2004 年度と同様、Agro-leasing 社が各サービスセンターにて

農業機械を保管し、周辺の貧困農家を中心に賃刈サービスを提供する予定である。これは、

2001 年度 2KR 以前のようにリース販売を行った場合でも、購入者が周辺の貧困・小規模

農家へ賃刈サービスを提供することには変わりないが、Agro-leasing 社が保管及び賃刈サー

ビスの提供をすることで、より多くの貧困農家へ確実に裨益することを目的としているか

らである。 

但し、農業省及び Agro-leasing 社は、実際の調達台数が要請数量（100 台）に近い数量に

なった場合、一部台数については要望の強い農家等に対して 10 年間のリース契約（無利子）

により販売することも検討したいとのことである。 

 

3) 賃耕・賃刈サービス料及びリース販売の支払い方法 

① 賃耕・賃刈サービスの場合 

2004 年度 2KR 以降 Agro-leasing 社が提供しているのは、オペレーター付きの賃耕・賃

刈サービスであり、サービス内容は 18 種類ある。貧しい農家でも農業機械を使用できる

よう、市場価格より約 25%～30%割安の低い価格に設定している。なお、民間での賃耕・

賃刈サービスはあまり多くなく、2KR で購入した農業機械を近隣農家へ貸し出すケース

が多い。 
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支払う資金がない農家に対しては、後日農産物を販売して収入を得てから支払うこと

も可能としており、同サービスを受けた農家は、これまで問題なく支払いを行っている。 

② リース販売の場合 

2001 年度 2KR 以前及び見返り資金にて調達した農業機械のリース販売の販売代金は、

FOB 額 100％と設定している。支払期間は、以前は 4 年間であったが、現在は農家の支

払い能力を考慮し負担を和らげるため、10 年間へ変更し、販売価格の 20%を前払い、残

り 80%は無利子で 10 年間での支払いと設定している。購入した農業機械の所有権は、

全ての代金支払い後、購入者に移る。 

支払い時期は、基本的に四半期に一度と設定している。無理な場合は、農産物が売れ

て収入を得てからでも可能であり、場合によっては、1 年間の支払い猶予期間を設ける

ことも出来る。しかし、これに関しては、頻繁には行われておらず、逆に、できるだけ

早く所有権を自分のものにしたいと希望する農家の場合、5 年間で支払いを終えるケー

スもあったとのことである。 

 

4) 在庫状況 

① 2001 年度 2KR 以前の調達農業機械に関しては、前述のとおり農家及び農家グループ

へリース販売された。販売結果は表 4-5 のとおりであり、全調達機材計 773 台は、計

327 農家にリース販売されており、在庫はない。 
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（単位：台）

県名
購入農家数

（単位：農家）
コンバイン

ハーベスター
乗用トラクター 施肥播種機 ボトムプラウ ロータリーハロー

Gabala 4 4 0 2 0 0
Shamakhy 5 2 4 2 3 0
Gobustan 14 4 12 1 12 1
Aghdash 2 0 2 3 0 0
Goychay 4 0 3 2 2 0
Zardab 2 1 2 2 0 0
Kurdamir 3 3 1 0 0 0
Oghuz 4 0 0 7 0 0
Zagatala 1 1 0 0 0 0
Sheki 3 4 0 3 0 0
Gazakh 6 5 3 3 3 0
Devechi 1 0 1 0 1 0
Guba 6 3 5 0 5 1
Khachmaz 1 1 1 0 0 0
Aghdam 1 1 0 0 0 0
Barda 36 23 12 24 3 1
Yevlakh 15 9 2 7 1 0
Terter 3 1 4 2 1 0
Shamkir 4 8 8 7 8 0
Ismayilli 1 0 1 1 0 0
Goranboy 4 4 2 2 0 0
Tovuz 5 2 3 3 4 1
Ganja 3 6 1 1 1 0
Salyan 10 7 8 6 6 1
Neftchala 15 10 10 2 8 0
Gazikabul 2 3 1 1 1 0
Agjabedi 15 7 9 6 9 1
Beilagan 14 8 10 10 11 2
Imishly 6 3 2 4 1 0
Fizuly 1 1 1 1 1 0
Sabirabad 21 14 16 10 13 1
Saatly 18 7 17 3 19 1
Jalilabad 55 32 39 7 39 1
Lenkeran 8 0 8 1 8 0
Masally 2 2 1 0 1 0
Bilasuvar 2 1 1 0 1 0
Nakhchivan 16 16 8 10 13 1
Baku 12 13 14 13 11 8
Khyzy 1 1 0 1 0 0
Ujar 1 0 0 1 0 0
合計 327 207 212 148 186 20

表４－５ 1996 年度～2001 年度 2KR 調達農業機械リース販売結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：農業省） 

 

なお、一つの農家が 1 台以上の農業機械を購入しているケースもあるが、これは、村の

中でも資金的に農業機械を購入可能な農家を中心に複数の農家が共同で資金を集め、農業

機械を購入し、近隣の農家へ賃耕・賃刈サービスを実施する例があるからである。 

 

② 2004 年度 2KR にて調達されたコンバインハーベスター25 台は、表 4-6 のとおり

Agro-leasing 社のサービスセンター（11 県）に配布されている。これらは周辺の貧困

農家への賃刈サービスに使用されており、在庫はない。 
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表４－６ 2004 年度 2KR 調達農業機械配布先 

県名 配布台数（台）

Aghjabedi 1
Sheki 5
Imishly 4
Aghstafa 2
Shamkir 1
Saatly 2
Jalilabad 2
Sabirabad 2
Aghsu 2
Aghdam 2
Beilagan 2

合計 25  

（出所：Agro-leasing 社） 

 

5) 荷卸、通関～保管まで 

2KR 調達農業機械は、見返り資金使用による調達農業機械も含め、全て Agro-leasing 社

の Ujar 県倉庫に一旦納入される。納入後、農業省の国家技術検査部（State Technical Control 

Inspectorate）の検査員による検査を受け、各地のサービスセンター若しくは購入者の元へ

輸送される。なお、これまで納入の段階で問題が起きたことはないとのことである。 

 

6) 維持管理体制 

① 2001 年度 2KR 以前の調達農業機械について 

調達農業機械の維持管理は、農業省傘下の工場であるAgroremmash社が実施している。

同社は Baku 市から郊外へ約 30km の地点にある。同社ではエンジニアによるサービスグ

ループが形成されており、農家からの要請に基づき各地へ出動し、農業機械の修理を行

っている。スペアパーツも全て同社に保管されている。 

② 2004 年度 2KR 及び見返り資金調達農業機械について 

2KR 及び見返り資金調達農業機械については、Agro-leasing 社が維持管理を担当して

いる。2004 年度に調達されたコンバインハーベスターのスペアパーツは、全て同社の

Ujar 県サービスセンターの倉庫に保管されている。 

なお、スペアパーツが不足した場合は、同社が見返り資金或いは国の予算で、各メーカ

ーと直接契約し、購入している。 

 

(2) 技術支援の必要性 

Agro-leasing 社のサービスセンターにて、メンテナンス、オペレーター付き賃耕・賃刈サー

ビスが可能であること、また、農業省国家技術検査部門の検査員による農業機械の検査も実

施されていることから、本計画内での技術支援の必要性は少ない。また、農業省及び

Agro-leasing 社からの要請もなかった。 
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(3) 他ドナー・技術協力等との連携を通じたより効果的な貧困農民支援の可能性 

1) 我が国の他の援助スキーム及び技術協力プログラムとの連携の可能性 

「ア」国対する農業関連の他の援助スキーム及び技術協力プログラムは実施されていな

い。 

 

2) 国際機関、NGO のプロジェクトとの連携の可能性 

農業分野で活動する他ドナーについては、現在のところ 2KR と連携して行われているプ

ロジェクトは存在しない。また、NGO についても、今回の調査では「ア」国で活動してい

る農業関連の NGO は確認出来なかった。 

なお、国際機関のうち、世界銀行は、近年は主にインフラ整備、特に土壌汚染対策、上

下水道整備プロジェクトに重点を置いているが、農業分野では「農業分野の発展及び融資

プロジェクト（フェーズ 2）」を実施中である。同プロジェクトの活動の一つ「農家、農村

の小口融資機関への融資」では、2KR が対象とする貧困・小規模農家グループへの融資が

実施されているが（現在延べ 3~4 万人が利用）、その返済率は 97％と高い。なお、2001 年

度 2KR 以前の見返り資金積立機関である Agro-Credit 社によれば、以前、同プロジェクト

で融資を受け、それを 2KR 調達農業機械購入の頭金に活用していた農家グループの事例も

あるとのことであった。 

 

(4) 見返り資金の管理体制 

現在、以下の 2 つの方式による積立方法が取られている。 

1) 見返り資金積立方法 

① 2001 年度 2KR 以前 

Agro-Credit 社（財務省が株を保有する国営企業）が 2KR 調達農業機械の代金回収、

見返り資金の積立管理を担当しており、毎月農業省に報告書を提出している。 

見返り資金の回収・積立方法は図 4-4 のとおりである。 

a. 全国 12 箇所にある支社が、数県毎に取りまとめて代金を回収する。 

b. 各支社が、本社の口座（The International Bank of Azerbaijan）に送金する。 

c. 本社が、回収した代金をまとめ、農業省の見返り資金口座（The International Bank of 

Azerbaijan）へ送金する。 

なお、Agro-Credit 社は、2001 年度 2KR 以前の見返り資金の積立管理をしているが、

積立完了後は、2KR には関与しない予定となっている。 

現在、Agro-Credit 社は主に農家を対象とした融資を行っており、世界銀行が実施する

プロジェクトとも連携している。  
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（出所：Agro-credit 社） 

図４－４ Agro-Credit 社による見返り資金積立の流れ 

 

② 2004 年度 2KR 以降 

Agro-leasing 社が、2KR 調達農業機械の代金回収、見返り資金の積立管理を担当して

いる。2004 年度 2KR に関しては、Agro-leasing 社のサービスセンターに 2KR 調達農業機

械を配布し、周辺の貧困農家に対し賃刈りサービスを実施、その代価の全額を見返り資

金の積立に充当している。Agro-leasing 社は、見返り資金の積立結果の報告書を農業省及

び｢ア｣国政府へ定期的に提出している。 

見返り資金の回収・積立方法は図 4-5 のとおりである。 

a. サービスセンターが農家から賃刈サービス料を回収する。 

b. サービスセンターから本社の口座（Texnica Bank）に回収金が送金される。 

c. 本社は、ある程度の金額をまとめて、農業省が管理する見返り資金積立口座へ送金す

る。 
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（出所：Agro-leasing 社） 

図４－５ Agro-leasing 社による見返り資金積立の流れ 

 

なお、上述の方法により回収された見返り資金は、農業省が開設した一つの口座に全

て積立てられているが、年度毎の内訳は明確に把握されている。但し、調査団からは、

本計画が実施された場合、年度毎の新しい口座を開設する必要がある旨説明を行った。 
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2) 見返り資金積立状況 

2008 年 8 月現在の見返り資金積立状況は表 4-7 のとおりである。 

 
表４－７ 見返り資金積立状況 

（2008 年 8 月現在） 
E/N額 FOB額

（円） （円） AZN/
USD

円/
USD

1996 350,000,000 295,302,850 0.807 118.00 100% 2,019,571.18 758,540.00 732,440.00 26,100.00 37.56%

1997 400,000,000 347,468,047 0.777 126.00 100% 2,142,719.62 644,100.00 594,600.00 49,500.00 30.06%

1998 390,000,000 309,664,493 0.784 120.80 100% 2,009,743.06 901,100.00 767,300.00 133,800.00 44.84%

1999 380,000,000 322,147,216 0.881 106.71 100% 2,659,654.17 1,720,500.00 1,556,600.00 163,900.00 64.69%

2000 450,000,000 371,146,322 0.916 116.08 100% 2,928,756.29 2,261,100.00 1,809,600.00 451,500.00 77.20%

2001 400,000,000 342,077,380 0.959 132.66 100% 2,472,879.59 1,925,700.00 1,137,621.00 788,079.00 77.87%

2004 200,000,000 164,244,984 0.974 105.31 50% 759,541.42 355,500.00 0.00 355,500.00 46.80%

合計 - - - - - 14,992,865.33 8,566,540.00 6,598,161.00 1,968,379.00 57.14%

積立率積立額
（AZN）

使用額
（AZN）

残額
 (AZN)

年度 為替レート 対FOB額
積立義務率

積立義務額
（AZN）

 
（出所：農業省） 

 

2KRが開始された 1996年度から 1998年度に関しては、積立率が約 30%～40%と低いが、

①2KR 開始当初は、「ア」国独立後間もない時期であったこともあり、経済が全国的に低

迷していたため、農家の収入が少なく、支払いが順調に行われなかったこと、②積立義務

額が FOB 額 100%であったこと等が積立率の低い原因となっている。 

1999 年度から 2001 年度に関しても、積立義務額が FOB 額 100%であることもあり、積

立に時間はかかっているものの、①独立当時と比して経済状態が上向きになったこと、②

2KR の仕組みが理解され、またその有効性が農家へ浸透してきたこともあり、積立率は約

65%～78%と向上してきている。 

2004 年度に関しては、機材が調達され見返り資金の積立が開始された 2006 年から約 2

年間で、既に約 47%積み上がっている。これは、①積立義務額が FOB 額の 50%となった

こと、②Agro-leasing 社による賃刈サービスの提供で、サービス料の確実な回収が可能とな

ったこと等が要因と考えられる。2009 年にはさらに、賃刈サービスを受ける農家数が増加

すると見込まれており、Agro-leasing 社は図 4-6 のとおり、2004 年度見返り資金積立計画

（2008 年 8 月現在）を提示した。 

 

8.69%
22.12%

46.80%

90.25%

0%

20%
40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009(*) 年

 
（*）2009 年の積立率は、2009 年のコムギ収穫高により変動する。 
（出所：Agro-leasing 社） 

図４－６ 2004 年度見返り資金積立計画 
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なお、2004 年度 2KR 現地調査時には、1996 年度～1998 年度 2KR 調達機材に関し、再

三の要求にも関わらず、購入者が代金を支払わない場合、裁判にて別の農家への転売を決

定する体制となっていたが、現在は行われていないことを確認した。これは、2KR 開始当

初は、2KR 関係者を含め、支払い・回収に慣れていなかったこと、国全体の収入レベルが

低かったことなどから、代金の回収が困難であったが、現在は、農業省、Agro-leasing 社を

始めとする 2KR 担当機関が代金の回収システムを構築し、運用しており、購入者が支払い

を問題なく実施しているためである。 

 

3) 見返り資金プロジェクト 

① 見返り資金使用実績 

「ア」国では、農業機械の普及に力を入れており、2KR 見返り資金も主に農業機械の

調達に使用している。この見返り資金の使用に関しては、2001 年度 2KR 以前の分も含

め、Agro-leasing 社設立以降、同社が一括して活用方法を検討し、農業省を通じて使途申

請を在「ア」国日本大使館に行っており、表 4-8 のとおり、計 3 回使用されている。こ

れにより、コンバインハーベスター計 92 台、乗用トラクター計 104 台、その他作業機計

352 台を調達した。 

 

表４－８ 見返り資金プロジェクト 

（2008 年 8 月現在） 

使用年 使用内容
使用金額
（ A ZN）

回収状況

200 4年
＜農業資機材の調達＞（農業省の実施）
調達農機：コンバインハーベスター 62台、

                   乗用トラクター 64台、作業機2 26台
3 ,977, 480

リース販売（6年間（＊））の結果、回
収金額は、 1,5 58,10 0A ZN、回収率は

73.3% 。販売額はFO B額等価。（＊

A gro-lea sing社設立前のため、返済期間

は6年間と設定されていた。）

3 ,041,6 81

（見返り資金

2 ,612, 681A Z N及びリボ
ルビングファンド
4 29,00 0A ZNを使用）

200 7年 外部監査（A gr o-le asing社の実施） 8, 000 -

200 6年
＜農業資機材の調達＞（ Ag ro-le a sing社の実施）

調達農機：コンバインハーベスター 30台、乗用ト

ラクター4 0台、作業機1 26台
販売代金回収はまだ開始されていない。

 
（出所：農業省及び Agro-leasing 社） 

 

② 見返り資金を使用して調達した農業機械の調達・販売方法 

販売対象： 

貧困農家を対象としたリース販売（20%前払い、80％は 10 年間での支払い、無利子）

を行う。購入者は、農家グループが多い。 

機材の調達手続き： 

Agro-leasing 社が公示・入札を行い、応札してきた輸入代行業者（国内に数件あり）の

うち、応札価格の も安いところを選定する。 

販売代金： 

上記入札での落札価格等価と設定している。 
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販売先農家の選定方法： 

大統領令により定められているプロセスに準拠している。 

・新聞・TV にて公示 

・応募受付 

・応募者につき、各地のサービスセンター、銀行、町役場などから情報を収集 

・7 人から成る販売委員会（委員長‐Agro-leasing 社社長、その他農業省から成る）に

て、入手情報の審査及び応募者へのインタビューの実施 

・購入者の決定 

 

なお、購入者の選定の際考慮される点は次のとおりである。 

・2KR の趣旨への理解：インタビューの際、2KR の趣旨（日本からの援助であり、貧困

農民を支援するためにあること。購入した農業機械は、近隣の貧困農民へも賃耕・賃

刈サービスすること等）を説明する。この点を充分に理解し農業機械を使用できる農

家へ販売を行うようにしている。 

・所有耕作面積：県により異なるが、5ha の耕作面積を所有する農家を選定している。

所有耕作面積が 1ha 程度と少ない応募者の場合は、効率的に農業機械を使用できるよ

う、複数農家で集まり購入するよう、アドバイスも行う。 

・維持管理：維持管理が可能か否か、農業機械の使用経験、知識を確認する。農業機械

の保管場所の有無、購入希望農業機械の操作ができる人が家族にいるかどうか等も細

かく確認する。 

 

③ リボルビングファンド 

 「ア」国は、見返り資金の一部を使用し独自に調達した農業機械の販売代金を積立て、

新たに農業機械を調達する際の原資とするため、リボルビングファンドを活用している。

同ファンドを利用して調達した農業機械の販売代金は、農業省の開設した銀行口座に積

立てられている。同口座は、混同を避けるため、見返り資金口座とは別口座となってい

る。これに関しては、2005 年 11 月 15 日付け閣議令第 210 号にて規定されている。 

なお、リボルビングファンドを使用する際は、見返り資金使用時と同様、必ず大使館

と事前協議の上使用している。リボルビングファンドを使用して調達した農業機械は、

見返り資金にて調達した農業機械と同様の条件でリース販売している。 

リボルビングファンドの積立状況は表 4-9 のとおり。 

 

表４－９ リボルビングファンド積立状況 

（2008 年 8 月時点） 

2006 100 2,123,200.00 1,558,100.00 429,000.00 1,129,100.00 73.38

使用額

(AZN)
残額

 (AZN)
積立率

 (%)
B/A

年 対FOB額
積立計画率

(%)

積立計画額

(AZN)
A

積立額
 (AZN)

B

 
（出所：農業省） 
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(5) モニタリング・評価体制 

1) Agro-leasing 社によるモニタリング 

2004 年に Agro-leasing 社設立以降、2KR 調達農業機械のモニタリング（使用状況、維持

管理状況等の確認）については、同社が一貫して実施している。全国 55 箇所にあるサービ

スセンターに配置されている農業機械の整備状況について、サービスセンターのエンジニ

アから本社に報告書が毎月提出されている。問題があれば本社からの指示のもと対応する

体制となっている。 

2) 農業省国家技術検査部による農業機械のモニタリング 

1)とは別に、農業省の国家技術検査部でも農業機械の使用方法、保管状況等のモニタリ

ングを行っている。国家技術検査部は、2KR 調達農業機械だけでなく、「ア」国にある全

ての農業機械をモニタリングしている。実施体制は、国家技術検査本部 5 名、Baku 市事務

所 11 名、各県出先機関の検査員 87 名から成る。この各県の検査員が毎月、管轄下の農業

機械の状態を確認し、本部へ報告書を提出しており、本部は、回収した報告書をまとめ、

四半期に一度の割合で、農業大臣へ提出し報告を行っている。なお、農業大臣からは、よ

り長く、より有効に活用するためにも、特に 2KR 調達農業機械のモニタリングを重視する

よう、指示が出されているとのことである。 

また、検査員が農業機械を確認する際、故障がある場合は、早急に修理できるよう、部

品調達を支援するなど、農家を支援する仕組みとなっている。なお、これまで 2KR 調達農

業機械に関しては特に大きな問題は発生しておらず、1996 年度 2KR 調達農業機械も問題

なく稼動しているとのことである。 

さらに、「ア」国では、農業機械の運転には運転免許証が必要とされており、一度取得

すると 10 年間有効となっている。運転免許証の等級見直しは 2～3 年毎に行われており、

農業機械の車検については年に一回、検査官により実施されている。 

なお、以前、国家技術検査部は、コンバインハーベスターにつき、旧ソ連製と 2KR 調達

機材との収穫時の損失率の比較実験を行っていたが、数年間の実験の結果、大体の損失率

を把握できたため、現在同実験は実施していないとのことである（表 3-3 参照）。 

以上のとおり、モニタリング･評価体制については確立されており、特に支障はない。 

 

(6) 広報 

農業省及び Agro-leasing 社は、次のとおり、2KR の広報に力を入れている。 

① これまで実施された 2KR については、引渡し式が実施されている。 

② リーダーチャンネル（全世界対象）及びその他の TV チャンネル（全国区）にて、2KR

の広報を毎月 2,3 回行っている。また、別途、国営チャンネルでも毎週日曜日に 2KR の

広報を行っている。 

③ 2KR 調達農業機械だけでなく、見返り資金にて調達した農業機械にも ODA シールを貼

り、日本からの援助で購入したことを強調している。 

④ 2KR 事業を記念した ODA 切手が発行され、2KR 調達コンバインハーベスターの写真が

使用された。 
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また、Agro-leasing 社では、独自のシール製作を計画しており、それには 2KR と JAPAN と

いう文字を入れることも検討している。調査団からは同種のシールを 2KR 本体事業だけでな

く、見返り資金やリボルビングファンドを活用して調達した農業機械にも貼付することを提

案した。 

 

(7) その他（新供与条件等について） 

1) 見返り資金の外部監査 

外部監査は次のとおり、既に実施されている。 

① 第一回目外部監査（2007 年実施） 

外部監査の選定では、入札を実施している。第一回目の選定にかかる入札では、3 社

応札があり、そのうち AGN MAK Azerbaijan LTD が落札し、監査を実施した。監査報告

書は既に大使館へ提出済みである。同監査結果では、特に問題は指摘されていない。同

監査実施にかかる費用には、日本政府の承認のもと、見返り資金（8,000AZN）が使用さ

れた。 

なお、入札の際は、農業省等からなる入札委員会が設置され、 低応札価格を提示し

た監査会社を選定している。 

② 第二回目外部監査（実施予定） 

コムギの収穫時期が終了する 2008 年 9 月、10 月頃に、監査会社の入札を行い、その

後監査を実施する計画である。基本的に外部監査は、収穫が終わり、農家が収入を得て、

代金を支払う時期に実施しているとのことである。 

 

2) 見返り資金の小農･貧農支援への優先使用 

見返り資金を使用して購入した農業機械を、貧困・小規模農家へリース販売しているこ

とから、「ア」国側の対応は日本側の求める方向性に沿ったものと判断できる。 

 

3) ステークホルダーの参加機会の確保 

農業省の出先機関及び Agro-leasing 社のサービスセンターが、現地農家、農家グループ

の需要を定期的に聴取している。 

 

4) 半期ごとの連絡協議会の開催 

大使館、内閣府、農業省、Agro-leasing 社間で、定期的な打合せは頻繁に行われており（少

なくとも年に 4 回以上）、年に 2 回以上の連絡協議会が既に実施されている。 

 

5) 調達代理方式 

2004 年度 2KR において、既に調達代理方式の 2KR を実施しており、「ア」国側は同方

式を経験済みであるが、今回、調査団が再度説明を行い、内容・仕組みにつき、理解を得

た。 
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第５章 結論と課題 
 

５―１ 結論 

以下の点から、本計画による「ア」国への 2KR の実施は妥当であると判断される。 

(1) 「ア」国では、農業従事者が多く、その割合は約 39%にも上る。他方、農村部での貧困の度

合いは高く、貧困率は 42%、その内極貧困率が 13%を占めている。本計画は、これら農村部の

貧困農家を支援するものである。 

(2) 2005 年度に 2KR は「食糧増産援助」から「貧困農民支援」に名称変更されたが、農業省及

び Agro-leasing 社はその意義を理解しており、既に 2004 年度 2KR より、調達されたコンバイ

ンハーベスターを各サービスセンターに配布し、周辺の貧困農家に優先的に賃刈サービスを提

供している。なお、本計画に関しても、引き続き同様の方法で調達機材を活用する予定である。 

(3) これまで 2KR にて調達された農業機械は、全てリース販売、或いは賃耕・賃刈サービスの

提供に活用されており、不良在庫はないことを確認した。 

(4) 実施体制・維持管理面でも、「ア」国側の 2KR 調達農業機械に対する活用意欲・期待等、調

達農業機械を適切に維持管理し活用する体制を確認した。 

(5) 農業省及び Agro-leasing 社は、透明性の確保に留意し、業務を良好に実施している。見返り

資金の積立率は、2KR 開始当初に関しては低いものの、1999 年度以降は、積立義務額が FOB

額 100％のところ、約 70%前後積立てられている。2004 年度に関しては、積立開始から約 2 年

間で、既に約 47%積み上がっている。 

(6) 見返り資金は、「ア」国が重点を置いている農業機械の調達に充当されている。これにより

調達された農業機械はリース販売されているが、販売対象は貧困・小規模農家であり、購入者

には周辺の貧困農家へ賃耕・賃刈サービスを提供することを求めている。 

(7) 今回の調査を通じて、過去の「ア」国向け 2KR が、本体予算及び見返り資金による農業機

械の調達を通し、「ア」国の貧困・小規模農家のために有効に活用されていることを確認した。 

(8) 外部監査を始めとする 2KR の供与条件に関しても、既に問題なく実施されていることを確

認した。 

(9) 世界銀行のプロジェクトで実施されている小規模農家への融資では、過去に同融資を活用し

2KR 調達農業機械を購入した農家もあり、結果的にではあるが、2KR との協調が確認出来た。 

(10) 今回の現地調査に対応するため、2008 年 8 月 13 日付け農業大臣令第 245 号に基づき、11 名

から構成されるワーキンググループが設置されるなど、2KR に対する真摯な姿勢を窺うことが

できた。さらに「見返り資金を含め、2KR により調達された機材は、農家にリース販売、賃耕・

賃刈サービスされ、生産性の向上に大きく貢献しており、農業省及び「ア」国民は、日本政府

および日本国民に深く感謝している」旨の発言が、至るところであった。現地視察の際も、2KR

調達農業機械に関し、農民の間で「日本からの援助機材」との認識が深く浸透している様子が

確認出来た。また、農産物の収穫量が収入に直結することから、農家からは 2KR に対する感

謝の言葉が多く述べられた。 

 

５－２ 課題/提言 

(1) 見返り資金の積立 

1999 年度から 2001 年度 2KR に関しては、積立義務額（FOB 額の 100％）に達していない
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ものの、約 70%積立てられており、1996 年度の 2KR 開始当初と比較しても、徐々に積立率

が上がっている。また、2004 年度 2KR に関しては、既に積立率が積立義務額（FOB 額の 50％）

の約 47%になっており、計画では 2009 年には約 90%積立てられると見込まれている。 

このように、「ア」国は積立に関し工夫を行っており、徐々に積立率が向上してきている。

今後も引き続き、見返資金の積立に尽力することが望まれる。 

 

(2) 維持管理体制の拡充 

農業機械の維持管理に関しては、前述のとおり、2001 年度 2KR までの調達農業機械は

Agroremmash 社が、2004 年度 2KR に関しては Agro-leasing 社が実施しており、本計画が実施

となった場合も、Agro-leasing 社が農業機械の配布から維持管理まで担当する予定である。

Agro-leasing 社は、現在全国 55 箇所にサービスセンターを有し、維持管理サービスを提供し

ているが、55 箇所のセンター全てが充実したワークショップ及び整備機材を有しているわけ

ではないため、現在全てのセンターにワークショップ・保管倉庫・事務所を設置すべく、改

修・増築計画が立てられている。 

上記改修・増築計画には多大な資金が必要となるため、農業省及び Agro-leasing 社より、

同社の地方拠点であるサービスセンターの修理・整備機材について、日本側に支援の要望が

あった。これに対し、2KR では対応困難であるが、内容次第では他のスキーム（技術協力、

一般無償等）による対応の可能性について検討の余地はあると思われる。 
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添付資料 2 

【収集資料リスト】 

 

１．国家地域社会経済開発計画（The State Program regarding Social & Economic Development of 

the Azerbaijan Republic regions）（2004 年～2008 年） 

２．国家食料安全保障計画 

３．貧困削減及び経済開発に係る国家計画（State Program on Poverty Reduction and Economic 

Development/SPPRED）（2003 年～2005 年） 

４．「ア」国コムギ種子栽培促進にかかる計画（Activities for Development of the Wheat 

Seed-grow in the Republic of Azerbaijan） 

５．Agro-Credit 社パンフレット 

６．UNDP プロジェクトシート 

７．UNDP パンフレット 
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添付資料 3 

【ヒアリング結果】 

 

１．農家 

(1) Gazikabul 県ナバイ村農家（2KR 調達農業機械購入農家） 

 1999 年度及び 2000 年度 2KR にて、コンバインハーベスター2 台、乗用トラクター1 台及び

作業機を購入し、支払いは 60%完了している。コムギのみを栽培しており、耕作面積は 13ha、

単収は 2.5t/ha である。これらの農業機械を村の農家へ賃耕・賃刈サービスしている。同村の

農家は 580 軒で、合計すると約 1,000ha のコムギ耕作面積を所有している。賃耕・賃刈サー

ビスの料金は決まっておらず、貧しい農家が多いことから、相手の財政状況に応じて、双方

で合意した額を採用している。 

 同村には、他にコンバインハーベスターはないため、全ての農家が収穫時期に賃刈サービ

スを希望するものの、全ての農家に収穫期間内に充分なサービスを提供するのは不可能であ

る。そのため、刈り入れが遅れてしまい、収穫量が減ってしまう農家もある。特にこの地域

は風が強いため、熟したコムギを早く刈り入れないと、実ったコムギが風に飛ばされ、収穫

量が減ってしまうという問題がある。 

コンバインハーベスター1 台の性能として、1 日に 6～8ha の刈り取作業が可能であり、収

穫期間は約 30 日で、200～250ha の刈り入れが可能である。2KR のコンバインハーベスター

を購入する前は、旧ソ連製のコンバインハーベスターを使用していたが、収穫量は今の 5 分

の 1 であり、刈り入れ面積は 1 日 3～4ha/台であった。 

2KR のコンバインハーベスターには大変満足しており、自ら維持管理を行い、使用に際し

問題は生じていない。よく故障するチェーンは、スペアパーツの価格がやや高いのが難点だ

が、何とかやり繰りしている。 

 

(2) Gabala 県・Ujar 県・Zardab 県等の農家（計 31 農家） 

（2KR 調達農業機械購入農家からの賃耕・賃刈サービスを利用） 

県毎の農家の平均耕作面積は、Gabala 県 1ha/人（家族数が増えると面積も増加）、Ujar 県

2ha/家族、Zardab 県 3～5ha/家族である。栽培しているのはコムギのみで、またこの辺りには

工場など他の職業に就く機会がないため、コムギの栽培がほぼ唯一の現金収入源である。 

2KR については、TV などで頻繁に宣伝されているため、ヒアリングした農家は皆よく知

っており、日本には大変感謝しているとの声が多く聞かれた。実際に、2KR で農業機械を購

入した農家から、賃耕・賃刈サービスを受けている農家もあった。サービス料は、お金がな

い場合は現物支払いも可能であり、また支払う時期も、収入を得てからでも可能である。基

本的に 2KR 調達農業機械のサービスを受けているが、旧ソ連製の農業機械を持っている農家

もいくつかあり、それら農家も賃耕・賃刈サービスを提供しているが、老朽化しており、収

穫時の損失率はかなり高い。また、燃費も悪く、2KR 調達農業機械のガソリン使用量が 10～

12 l/ha に対し、旧ソ連製のガソリン使用量は 18～20 l/ha になる。 

コムギの収穫は、時期が限られているため、熟したら出来るだけ早急に刈取る必要がある。

「ア」国全体での刈取り期間は平均 12～15 日間であるが、これは気候により異なり、Gabala
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県で 30 日間、Ujar 県で 20 日間、Zardab 県で 20 日間がおおよその刈取り期間である。 

コムギの単収は、Gabala 県 2.7t/ha、Ujar 県 2.4t/ha、Zardab 県 2.5t/ha であり、コンバインハ

ーベスターがない場合、約 20～30%収穫量が少ない。同地は特に暑い地域であることから、

時期を逸すると、収穫量が格段に減ってしまう。そのため、農業機械の中でも特にコンバイ

ンハーベスターが必要とのことである。コンバインハーベスターがあれば、耕作面積を広げ

収入を増やすことも、また、近隣農家に賃刈サービスを提供することも可能となる。 

 

(3)Gobustan 県及び Aghsu 県農家（計 7 農家）（2KR 調達農業機械購入農家） 

 これらの県の農家の平均耕作面積は約 5ha である。主にコムギを栽培しており、その他に

トウモロコシも少々栽培している農家がある。農業以外に、牧畜業を営んでいる農家もある。 

2KR については、TV などで頻繁に宣伝されているため、ヒアリングした農家は皆よく知

っており、実際、2KR 調達農業機械を購入した農家もいた。この地域で 2KR 農業機械を購入

したのは計 14 人で、乗用トラクター計 12 台及び作業機、及びコンバインハーベスター計 4

台を購入した。このうち 2 人は完済している。 

 また、2KR 調達農業機械を購入した農家は、近隣の農家へ賃耕・賃刈サービスを提供して

おり、1 台の乗用トラクターで 60～70 農家（計約 350ha）へ、1 台のコンバインハーベスタ

ーで 70 農家（計約 200～240ha）へサービスしている。このサービス料は特に決まっておら

ず、サービスを受ける農家の財務状況により、お互いに相談して決めており、貧しい農家へ

はより低めの価格を設定している。助け合いの精神もあり、無料でサービスを提供する農家

もある。また、サービスを受けた農家は、出来るだけ契約どおりに、期間内に払い終えるよ

う努力している。 

 コムギの収穫は、今年の分は終了しているが、干ばつの影響で例年より収穫量が少なく（約

1.5～2t/ha）、肥料等の農業投入資材の価格も上がっているため、収入が少なくなることを危

惧していた。現在のコムギの販売価格は、約 30USD/t である。 

農作業で最も必要なのは農業機械であり、足りない場合、本来収穫出来る量の半分程度し

か耕せず、収穫量が減り、収入が激減してしまうので、農業機械に対する要望が最も多かっ

た。特に収穫に必要なコンバインハーベスターが足りず、必要な時期に刈り取りが出来ない

のが一番の問題とのことである。また、スペアパーツには価格が高いものもあり、調達には

苦労しているが、経験上、1 シーズン使用する際、どの程度故障するか大体把握しており、

農業シーズンが始まるまでに資金を貯め、修理するなど、やり繰りしている。 

 

(4) Imishly 県、Saatly 県、Sabirabad 県、Beilagan 県、Khojavend 県、Jebrail 県農家（計 20 農家）

（Agro-leasing 社による賃耕・賃刈サービスを利用） 

 各県の農家の平均耕作面積は以下のとおり。 

・Imishly 県：家族 1 人あたり 1ha。平均的な農家は 4～5 人家族のため、4～5 ha。 

・Saatly 県：家族 1 人あたり 0.45ha。平均的な農家は 4～5 人家族のため、1.8～2.25 ha。 

・Sabirabad 県：Imishly 県と同様。 

・Beilagan 県：家族 1 人あたり 0.9ha。平均的な農家は 4～5 人家族のため、3.6～4. 5 ha。 

・Khojavend 県及び Jebrail 県：アルメニア占領地域からの避難民を優先的に受け入れ、政府
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が土地を貸与している。一時的避難民のため個人所有する耕作地はない。 

2KR については知っているが、これらの農家は所有耕作面積が 5ha 以下の貧困層であるた

め、これまで 2KR でリース販売契約により農業機械を購入した農家はいなかった。全員が

Agro-leasing 社の実施する賃耕・賃刈サービスを利用している。 

 栽培作物は、主にコムギであり、中には綿花も栽培している農家もある。野菜については

スイカやメロンなどを自家消費のため栽培する程度である。 

 同地域のコムギの平均的な単収は 3～3.5ｔ/ha。今年の買い取り価格は 300AZN/t で、これ

以下では売らないよう、市場動向を確認し農民間で情報を共有している。これから試算する

と、1.8 ha の農家で少なくとも 1,620AZN、5 ha の農家で最大で 5,250AZN 程度の年間収入が

あることになる。買い取りに際しては製粉業者が各農家を回って、コムギを購入している。 

 農業に従事するうえでの要望としては、コンバインハーベスターの台数が足りないという

声が多かった。特に、DAC 諸国製の性能の良いコンバインハーベスターの絶対数が足りず、

老朽化した旧ソ連製を仕方なく使うこともあるが、これは収穫時の損失率が 20～25％もあり、

効率が悪いとのことであった。また乗用トラクターについても、もう少し台数が欲しいとい

う声もあった。 

農家の組織化については、個人よりも複数のグループでまとまった方が、賃耕・賃刈サー

ビスも利用しやすく、経済的に有利になるため、組織化は進みつつある。他方、全国的に組

織化を推進するような動きにはまだ至っておらず、日本の農協のような組織もない。村によ

ってはまだ土地の私有化が完了していないところもあり、土地所有に関する複雑な問題も残

っているとのことである。 

 

２．他ドナー 

(1) 世界銀行 

① 2KR について 

2KR については以前から知っており、2KR が農民に好評であることも承知していた。（な

お、平成 13 年度以前の見返り資金積立機関である Agro-Credit 社によれば、以前、世銀の

プロジェクトで融資を受けて、それを 2KR 農業機械購入の頭金に活用していた農家グルー

プの事例もあるとのことであった。） 

② 世界銀行のプロジェクトについて 

近年では主に、インフラ整備、特に土壌汚染対策、上下水道整備にかかるプロジェクト

に注力しているが、農業分野では「農業分野の発展及び融資プロジェクト」のフェーズ II

を実施している。その内容は以下のとおり。 

・農家、農村の小口融資機関への融資 

・食品加工・保存業、マーケティング業等への大口融資（都市銀行経由） 

・Information Advisory Service（農家への情報提供、コンサルティング） 

融資した資金の使用目的は、農業関連に限っている。返済期間は 12 ヶ月で、利子のみ毎

月、元本は四半期ごとに返済するシステムとなっている。現在は延べ 3 万人から 4 万人の

農民が利用している。 

2KR ではコムギを栽培する小規模農家へのコンバインハーベスターの貸出しを実施する
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計画とのことだが、本プロジェクトではこうした小規模農家に小口融資を行っている。融

資対象は 10~15 人からなる農民グループで、これらの返済率は平均 97％であり、プロジェ

クトの大きな成果の１つとなっているとのことであった。 

 

(2) 国連開発計画（UNDP） 

「ア」国では農業は大変重要な分野である。石油産業で国家経済が潤いつつあるが、石油

関係の労働者は 1％程度しかいない。それに比べ農業の従事者は多く、雇用創出、雇用安定

のためにも重要であるとの認識であった。なお、UNDP の対「ア」国支援としては、最近は

資金協力より技術支援の件数が増加してきているとのことである。 

 

３．責任・実施機関 

(1) 農業省 次官 

1996 年度から 2001 年度まで、2KR により計 773 台の農業機械を、また、2004 年度にも 2KR

でコンバインハーベスターを供与された。これら農業機械は農家にリース販売及び賃刈サー

ビスされ、今でも活用されており、農産物の生産に大きく貢献している。そのため、農業省

及び農民は、日本政府及び日本国民に、深く感謝しているとのことであった。 

見返り資金も徐々に積み立てられており、同資金にて新たに農業機械を購入することがで

き、農業関連のハードの整備として大変役立っている。また、これまで 2KR 及び見返り資金

にて調達した農業機械をさらに活用するため、大統領は Agro-leasing 社を設立し、2KR 調達

農業機械の管理等を担う機関とした。 

農業大臣も 2KR については把握しており、今回の 2KR 調査団に対応するため、ワーキン

ググループ（11 名から成る）を設置した。 

「ア」国では、穀類の自給率が低いため、2KR は大きな助けとなっているとのことで、日

本の国民に再度心から感謝の意を表明したいとのことであった。 

 

(2) Agro-leasing 社 社長 

2KR は「ア」国の農業にとって大変重要な存在である。ソ連崩壊後、国は充分な予算を農

業に割けず、農業は停滞していたが、ここ 2、3 年、Agro-leasing 社設立後、国の予算も徐々

に農業へ回されるようになってきた。しかし農業復興のために必要な資金は膨大であり、現

在の国からの予算ではまだ足りないのが実情である。そのような中、海外からの投資、援助

が大変重要な役割を担っている。現在は援助が必要な状態だが、将来的には、「ア」国が日本

を始め諸外国へ役立つことができるようになることを願っているとのことであった。 

 

(3) Agro-credit 社 社長 

 2KR 開始当時から 2KR に携わっており、2KR には、機材の供与だけでなく、どうのように

業務を行うとよいか、ということも教えられ、大変感謝している。世界で食糧危機が叫ばれ

る昨今、2KR の重要性はより一層増していると認識しているとのことであった。 
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